
香川県における水道広域化について

香川用水 香川県広域水道企業団



香川県広域水道企業団の概要

項 目 内 容

設 立 年 月 日 平成 29 年 11 月 １ 日

企 業 長 浜 田 恵 造（香川県知事）

事 業 内 容 水 道 事 業 及び 工業用水道事業

事業開始年月日 平成 30 年 4 月 １ 日

給 水 区 域
香 川 県 内 ８市８町 (水道事業）

２市１町 （工業用水道事業）

給 水 人 口 9 6 2 , 9 1 0人

職員数（正規） ４ ６ ４人



平成３０年度 香川県広域水道企業団 水道事業会計

収益的収支決算見込額 （単位：百万円）

収 入 ２２，６１８

支 出 ２０，１７２

収 支 差 引 ２，４４６

給 水 状 況

受 水 戸 数 ４２７，５４７ 戸
一日平均有収水量 ３０９，６９６ ㎥



平成３０年度 香川県広域水道企業団 工業用水道事業会計

収益的収支決算見込額 （単位：百万円）

収 入 ７７３

支 出 ６１２

収 支 差 引 １６１

給 水 状 況

受 水 事 業 所 数 ３ ８ 事 業 所
一日平均有収水量 ５８，９５０ ㎥



香川県広域水道企業団 本部組織図



香川県広域水道企業団 全体組織図 （現在）



香川県広域水道企業団 全体組織図（令和２年度～）



全国の水道事業の抱える共通課題

人口減少と給水収益の減少

施設の老朽化と更新需要の拡大

水道事業従事職員の高齢化



香 川 県 の 主 な 指 標

善通寺市

三豊市

観音寺市

多度津町

琴平町

まんのう町

綾川町

丸亀市

坂出市
宇多津町

高松市

三木町

直島町

土庄町

小豆島町

さぬき市

東かがわ市

項 目 数 値

人 口
967,445 人

（全国39位・中四国5位）

面 積
1876.77 ㎢

（全国47位・中四国9位）

可住地
面積比率

53.6 ％
(全国10位・中四国1位)

人 口 密 度
515.5 人

（全国11位・中四国1位）

水道普及率
99.3 ％

（全国14位・中四国1位）

年間降水量
(平年値）

1082.3 mm
（全国46位・中四国9位）

（資料）１００の指標からみた香川
平成３１年版（香川県統計調査課）



水不足に苦しんできた香川県

〇戦後における高松市における渇水による給水制限

昭和２５年 約４０日間（うち断水約４０日間）
昭和２７年 約２０日間（うち断水約２０日間）
昭和３１年 ２１日間（うち断水 ２１日間）
昭和３２年 １６日間（うち断水 ７日間）
昭和３５年 １００日間
昭和３９年 ９５日間（うち断水 １０日間）
昭和４２年 ４４日間（うち断水 ３４日間）
昭和４８年 ６３日間（うち断水 ５５日間）

〇ため池数 約１４６００か所 → 全国一の密度

昭和４９年 香川用水が通水



水道用水

早明浦ダム（高知県）

池田ダム（徳島県）

東西分水口（香川県三豊市）

阿讃トンネル

香川用水
幹線水路

浄水場（旧香川県営水道）

工業用水
農業用水

香 川 用 水 の し く み

吉 野 川吉 野 川



香川県の水道水源の他県への依存度

香川県内水源

（50.7%)

徳島県から導水

(48.0%)

岡山県から導水（1.4%）

（資料）香川の水道 平成29年度版
（香川県水資源対策課編）

水道水源の半数を香川用水に依存



基幹管路の耐震化状況
全 国 ２４．９％ 香川県 １７．０％ （耐 震 管 率）
全 国 ３９．３％ 香川県 ３５．５％ （耐震適合率）

（資料）水道事業における耐震化の状況（平成29 年度）厚生労働省

県内水道料金の格差
２，８０８ 円／月 ～ ４，４２０ 円／月

※家庭用 ２０㎥／月（税込）の比較 （資料）香川の水道（平成29 年度版）香川県水資源対策課

香川用水取水制限発生年
平成元年～３０年の間のうち ２１年

水道事業における香川県特有の課題



◎ 課題

人口減少による給水収益の減少
施設の老朽化による更新需要の拡大
従事職員の高齢化による退職者増
全国平均を下回る施設耐震化
水道料金や施設整備水準の格差
香川用水の取水制限の頻発化

◎ 対応策

➡ 業務の効率化，経営基盤の強化
➡ 施設の計画的な更新
➡ 職員数の最適化と技術の継承
➡ 早急な耐震化の推進
➡ 料金やサービスの平準化
➡ 水源の一元管理

県 内 水 道 事 業 の 広 域 化

◎ 期待される効果
計画的・効率的な施設整備による更新費用削減
業務の共同化や事業規模拡大による効率的な人員配置や人材育成
渇水時の対応力強化や管理体制の充実による安全な水道水の安定供給
組織規模の拡大による災害時の危機管理体制の強化，利便性の充実

➡ 広域化により、運営基盤の強化や住民サービス水準の向上を図る

県内水道事業の課題と広域化の効果



平成２０年 県及び市町水道担当者による水道広域化勉強会を開始

平成２２年 水道関係有識者で構成する香川県水道広域化専門委員会の設置
→知事へ「県内水道広域化・一元化を提言」（平成２３年３月）

平成２３年 知事及び８市９町長で構成する香川県水道広域化協議会の設置
→中間とりまとめ（平成２５年２月）

平成２５年 香川県広域水道事業体検討協議会の設置
→水道広域化に関する基本的事項をとりまとめ（平成２６年１０月）

平成２７年 香川県広域水道事業体設立準備協議会（法定協議会）の設置

平成２９年 県及び８市８町が「香川県水道広域化基本計画」等に合意、基本協定を締結（８月）
→香川県広域水道企業団 設立（１１月）

平成３０年 香川県広域水道企業団 事業開始（４月）

香川県における水道広域化の検討経緯



香川県内水道のあるべき姿に向けて（提言）

○水道事業には多くの課題があり、各事業者が単独で対応するに
は限界があることから、県内水道のあるべき姿の理想形とし
て、県内１水道を目指すべき。

○水道事業の課題を克服するため「広域化」が有効な手段であ
り、離島を含めた県全域を対象とした広域化を推進すべき。

○広域化に向けては、大規模事業者が中心となり取り組むことが
望まれ、県の水道政策担当部局も積極的に関与し調整的な役割
を果たすことが期待される。

○経営状況が悪化してからの広域化は、各事業者間の調整がより
困難となることが予想されるので、県全体の収益的収支が赤字
に転じる前までに新たな運営母体を設立すべき。

○「広域化」の実現に向けて、できるだけ早期に着手し、切れ目
なく取り組むため、準備作業として、首長等関係者による「広
域化」実現のための協議の場を設定し、協議を開始すべき。

香川県水道広域化専門委員会の提言 （平成2３年3月18日 ）

役 職 氏 名 所 属

委 員 長 安藤 茂 水道技術研究センター
専務理事

委 員 長
代 理

細井由彦 鳥取大学教授

委 員 角道弘文 香川大学教授

委 員 佐藤裕弥 浜銀総研

委 員 宮田 要 公認会計士

平成22年2月から平成23年3月まで、
５回にわたり委員会を開催し、香川
県における水道事業の広域化につい
て、専門的かつ客観的な見地から協
議・検討し提言を行った



県内水道広域化に向けた合意形成 （平成23年8月～平成27年3月）

香川県水道広域化専門委員会提言 （平成２３年３月）

（平成２３年８月～）
香川県水道広域化協議会
・提言を受けて検討協議、知事及び８市９町長で構成

「香川県水道広域化協議会 中間とりまとめ」
（平成2５年２月）

○将来にわたって安全な水道水を安定的に供給でき
る運営基盤を確立するには「県内１水道」が望ま
しく、県内全域を対象とした広域化を推進

○広域化は、市町と県が構成団体となって広域水道
事業を管理運営する企業団を基本に検討

○広域化の形態は、事業統合が最も効果的だが、事
業者間で施設整備水準や料金に格差があり、最初
からの事業統合に拘らず、多くの事業者が参画で
きるよう弾力的に対応し、十分に準備を行い、段
階的に進める

○広域化を推進した場合には、⑴ 香川用水取水制限
等への対応の強化 ⑵ 水道施設の耐震化・更新の
推進 ⑶ 県内水道事業の経営基盤の強化などの効
果が期待できる



「広域水道事業及びその事業体に関する基本的事項の
とりまとめ」（平成26年10月）

○広域水道事業体の組織形態は「企業団」とし、経営
の効率化、施設の最適化を図り経営基盤を強化。

○運営の効率化を図るとともに、水源の一元管理、円
滑な水融通を行うため、浄水場や水源施設等を広域
的な観点から再編整備。

○国庫補助（10年）を活用し、水道施設の更新・耐
震化を計画的に実施、地域間の円滑な水融通を行う
ための広域水道施設を整備。

○当初10年間は、各事業体ごとに区分経理を行い、
事業体間の公平性を保つため、区分経理終了時の内
部留保資金を料金収入の50％にする。区分経理終
了後、水道料金を統一。（一体経理）

○一般会計繰出金をルール化。

○水道用の資産負債は企業団に無償引継。

県内水道広域化に向けた合意形成 （平成23年8月～平成27年3月）

香川県水道広域化専門委員会提言 （平成２３年３月）

（平成２５年４月～）
香川県水道広域事業体検討協議会
・知事及び８市８町長で構成、「広域水道事業及びその
事業体に関する基本的事項のとりまとめ」を了承

香川県広域水道事業体設立準備協議会へ

（平成２３年８月～）
香川県水道広域化協議会
・提言を受けて検討協議、知事及び８市９町長で構成



○地方自治法第252条の2の2第1項に基づく法定協議会で、議会の議決を
経て設置。

○広域水道事業体の設立に係る連絡調整、広域水道事業体が経営する広域
的な水道事業に係る計画の策定に関する事務を実施。

○関係団体の首長で構成し、会長は知事、副会長は高松市長。

○幹事会は、関係団体の部長級職員等で構成し、協議会に諮る案件を協
議・調整。

○課長会は、関係団体の課長級職員等で構成し、幹事会に諮る案件のほか、
企業団運営上の主要方針等を協議・調整。

○協議会に事務局を置く。事務局は、関係団体から派遣職員等で構成し、
準備作業を実施。（県１０人、高松市２人、市町各１人）

○部会や作業班等で、事務局及び構成団体職員により、個別専門的な事項
を検討。

香川県広域水道事業体設立準備協議会
（平成27年４月～平成30年３月）

香川県広域水道事業体設立準備協議会
（構成団体の首長で組織）

幹 事 会
（市部局長、副町長等）

課 長 会
（構成団体の課長級職員等）

事 務 局
（構成団体派遣職員で組織）

部 会 ・作業班等
（事務局及び構成団体職員）



香川県広域水道事業体設立準備協議会

平成２９年８月３０日 香川県広域水道事業体設立準備協議会（第７回）

香川県知事、８市長、８町長全員が出席し、「香川県水道広域化基本計画」、「水道事業等の統合に関す
る基本協定書」、「香川県広域水道企業団規約」に合意し、協定書に全員が署名し、これにより、香川県
内水道事業の平成３０年４月の統合に向けて関係自治体が準備を進めることになった。

これを受け、県・８市・８町では、平成２９年９月に開催
された各定例議会に「香川県広域水道企業団規約」の承認
議案を提出、全議会で可決承認され、平成２９年１１月１
日「香川県広域水道企業団」が設立され、平成３０年４月
１日から事業を開始した。

（写真は署名した協定書とともに広域化に加わる知事・市町長全員で
記念撮影した際のもの）



香川県水道広域化基本計画の概要

組織体制等 財務運営等 施設整備等

○組織形態は企業団

○設立時の企業長・副企業長は、構
成団体の首長から選任

○企業団議会（議員定数27人）を置
き、議員は構成団体議員から選出

○管理運営上の重要事項を協議する
ため構成団体首長を委員とする運
営協議会を設置

○設置当初は構成団体から企業団へ
職員を派遣するが、順次、身分移
管や企業団での新規採用を実施

○平成39年度まで旧事業体ごとに区
分経理を行い、費用収益のバラン
スを確認しながら水道料金を設定
し、内部留保資金を料金収入の
50％程度、企業債残高を料金収入
の3.5倍以内となるよう財務運営

○区分経理期間中、平均改定率10％
を超える料金改定を回避するため
に一般会計から繰出

○事業基盤を強化し、広域的な水融
通を円滑に行うために必要な広域
的施設を整備

○更新基準を設定し、施設の重要度
や優先度、事業の平準化等を考慮
した更新整備事業計画を策定

○施設能力や配水区域等で、合理
的・経済的な施設は継続して運用、
整理できる施設は運用を休廃止し
更新需要を抑制

○事業等を着実に実施するため、生
活基盤施設耐震化等交付金を活用



広域水道施設整備

浄水場数 ７１ ⇒ ３８

企業団の施設整備計画

浄水場統廃合のイメージ



○小規模浄水場を停止し、比較的規模の大きな浄水場の機能を効率的に活用することにより更
新需要を抑制。（広域水道施設整備計画に反映）

○更新需要のピーク時期や規模を踏まえ、施設区分（浄水場、配水池、ポンプ場、管路）ごと
に重要度や優先度等を勘案し更新基準を設定し、更新需要の平準化を行う。

【更新基準】

経年施設更新整備

施設区分 基準年数
浄水場（土木・建築） ７３年（土木）７０年（建築）
浄水場（機械・電気） ２４年
配水池 ７３年
管 路 ４０年～８０年（管種による）

企業団の施設整備計画



事業開始時 令和２年度～ 令和１0年度～

○財務システム、設計積算・工事
検査業務、水質検査計画の統一

○旧事業体単位で事務所を設置し、
区分経理を実施

○人事給与システム、入札参加者
名簿の統一（31年度から）

○事務所を県内５か所のブロッ
ク統括センターに集約

○水道料金システム稼働検針・
調定・収納の取扱の統一

〇給水装置工事施工基準の統一

○入札・契約制度の統一

〇職員の企業団への身分移管及
びプロパー職員の採用を開始

○旧事業体ごとの財務基盤（内
部留保資金・企業債残高）を
一定基準の範囲内に調整

（令和9年度末までに）

○区分経理を終了し、

水道料金等を統一

企業団における事務統合等のスケジュール
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御清聴ありがとうございました

讃岐うどん

栗林公園

金刀比羅宮

瀬戸大橋 高松港

小豆島オリーブ公園


